
議案第５９号 

 

木津川市研究開発地区建築条例及び木津川市地区計画区域内における建

築物の制限に関する条例の一部改正について 

 

木津川市研究開発地区建築条例（平成１９年木津川市条例第１７９号）及び木津川

市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１９年木津川市条例第１

８１号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

令和６年８月３０日提出 

 

                木津川市長 谷口 雄一   

 

 

 

 

 

提案理由 

相楽リサーチパーク地区のまちづくりの方向性に沿うよう土地利用等を規制・誘導

していくために、所要の改正を行うものです。 



木津川市条例第   号 

 

木津川市研究開発地区建築条例及び木津川市地区計画区域内における建 

築物の制限に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 

 



（木津川市研究開発地区建築条例の一部改正） 

第１条 木津川市研究開発地区建築条例（平成１９年木津川市条例第１７９号）の一部を次のように改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

研究開発地区の名称 区域 

（略） 

相楽リサーチパーク研究開

発地区 

都市計画法第２０条第１項

の規定により告示された相

楽都市計画相楽リサーチパ

ーク地区計画のうち、文化

学術研究ゾーン（Ａ）に定

められた区域 約９．３ｈ

ａ 

（略） 
 

別表第１（第２条関係） 

研究開発地区の名称 区域 

（略） 

相楽リサーチパーク研究開

発地区 

都市計画法第２０条第１項

の規定により告示された相

楽都市計画相楽リサーチパ

ーク地区計画の定められた

区域 約９．３ｈａ 

 

 

（略） 
 

（木津川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正） 



第２条 木津川市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１９年木津川市条例第１８１号）の一部を次のように

改正する。 

 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第７条、第８

条、第９条、第１０条関係） 

地 区

整 備

計 画

区 域

の 名

称 

計画地

区の名

称 

ア イ ウ エ オ カ キ ク 

建

築

し

て

は

な

ら

な

い

建

築

物 

建 築

物 の

延 べ

面 積

の 敷

地 面

積 に

対 す

る 割

合 の

最 高

限度 

建 築

物 の

建 築

面 積

の 敷

地 面

積 に

対 す

る 割

合 の

最 高

限度 

建 築

物 の

敷 地

面 積

の 最

低 限

度 

建築物の壁

面の位置の

制限 

建築物の

高さの最

高限度 

建築物の形態又

は意匠の制限 

垣又は柵の

構造の制限 

（略） 

相 楽

リ サ

ー チ

パ ー

ク 地

区 整

備 計

文化学

術研究

ゾーン

（Ａ） 

― ― ― ―  外壁等の

面から道路

（歩行者専

用道路を除

く。）境界

線までの距

離は、５メ

 建築物

の各部分

の地盤面

からの高

さは、１

５メート

ルを超え

敷地内に設置

することができ

る広告物は、木

津川市屋外広告

物施行規則第７

条に定める基準

に該当し、か

 道路に面

する宅地部

分の垣又は

柵 の 構 造

は、次に掲

げるものと

する。 

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第７条、第８

条、第９条、第１０条関係） 

地 区

整 備

計 画

区 域

の 名

称 

計画地

区の名

称 

ア イ ウ エ オ カ キ ク 

建

築

し

て

は

な

ら

な

い

建

築

物 

建 築

物 の

延 べ

面 積

の 敷

地 面

積 に

対 す

る 割

合 の

最 高

限度 

建 築

物 の

建 築

面 積

の 敷

地 面

積 に

対 す

る 割

合 の

最 高

限度 

建 築

物 の

敷 地

面 積

の 最

低 限

度 

建築物の壁

面の位置の

制限 

建築物の

高さの最

高限度 

建築物の形態又

は意匠の制限 

垣又は柵の

構造の制限 

（略） 

相 楽

リ サ

ー チ

パ ー

ク 地

区 整

備 計

― ― ― ― ― 外壁等の

面から道路

（歩行者専

用道路を除

く。）境界

線までの距

離は、５メ

建築物

の各部分

の地盤面

からの高

さは、１

５メート

ルを超え

敷地内に設置

することができ

る広告物は、木

津川市屋外広告

物施行規則第７

条に定める基準

に該当し、か

 道路に面

する宅地部

分の垣又は

柵 の 構 造

は、次に掲

げるものと

する。 



画 区

域 

ートル以上

とする。そ

の他の敷地

境界線まで

の距離は、

２メートル

以上とす

る。 

てはなら

ない。た

だし、当

該部分か

ら前面道

路の反対

側の境界

線又は隣

地境界線

までの真

北方向の

水平距離

に０．６

を乗じて

得たもの

に１０メ

ートルを

加えたも

の以下と

す る こ

と 。 な

お、建築

基準法施

行令第１

３５条の

４第１項

第１号及

び第２号

に該当す

る 場 合

は、これ

を適用す

る。 

つ、次の条件を

すべて満たすも

のとする。 

（１）自己の事

業に関するも

の 

（２）美観風致

を害さないも

の 

（３）１事業所

当たり３か所

以内となるこ

と。 

（４）広告塔、

立看板その他

これらに類す

るものは、道

路境界線から

３メートル以

上離し、２か

所以内となる

こと。 

（５）建築物の

壁面から突出

しないもの 

（６）建築物の

屋上又は屋根

を利用しない

もの 

（１）生垣

（植込み

を 含

む。） 

（２）透視

可能な柵

（道路等

公共用地

に接して

柵を設置

するとき

は、当該

柵と公共

用地との

間に生垣

を設ける

こと。） 

 文化学

術研究

― ― ― ―  外壁等の

面から道路

― 敷地内に設置

することができ

道路に面

する宅地部

画 区

域 

ートル以上

とする。そ

の他の敷地

境界線まで

の距離は、

２メートル

以上とす

る。 

てはなら

ない。た

だし、当

該部分か

ら前面道

路の反対

側の境界

線又は隣

地境界線

までの真

北方向の

水平距離

に０．６

を乗じて

得たもの

に１０メ

ートルを

加えたも

の以下と

す る こ

と 。 な

お、建築

基準法施

行令第１

３５条の

４第１項

第１号及

び第２号

に該当す

る 場 合

は、これ

を適用す

る。 

つ、次の条件を

すべて満たすも

のとする。 

（１）自己の事

業に関するも

の 

（２）美観風致

を害さないも

の 

（３）１事業所

当たり３か所

以内となるこ

と。 

（４）広告塔、

立看板その他

これらに類す

るものは、道

路境界線から

３メートル以

上離し、２か

所以内となる

こと。 

（５）建築物の

壁面から突出

しないもの 

（６）建築物の

屋上又は屋根

を利用しない

もの 

（１）生垣

（植込み

を 含

む。） 

（２）透視

可能な柵

（道路等

公共用地

に接して

柵を設置

するとき

は、当該

柵と公共

用地との

間に生垣

を設ける

こと。） 

         

 

 



ゾーン

（Ｂ） 

（歩行者専

用道路を除

く。）境界

線までの距

離は、５メ

ートル以上

とする。そ

の他の敷地

境界線まで

の距離は、

２メートル

以上とす

る。 

る広告物は、木

津川市屋外広告

物施行規則第７

条に定める基準

に該当し、か

つ、次の条件を

すべて満たすも

のとする。 

（１）自己の事

業に関するも

の 

（２）美観風致

を害さないも

の 

（３）１事業所

当たり３か所

以内となるこ

と。 

（４）広告塔、

立看板その他

これらに類す

るものは、道

路境界線から

３メートル以

上離し、２か

所以内となる

こと。 

（５）建築物の

壁面から突出

しないもの 

（６）建築物の

屋上又は屋

根を利用し

ないもの 

分の垣又は

柵 の 構 造

は、次に掲

げるものと

する。 

（１）生垣

（植込み

を 含

む。） 

（２）透視

可能な柵

（道路等

公共用地

に接して

柵を設置

するとき

は、当該

柵と公共

用地との

間に生垣

を設ける

こと。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 文化学

術研究

ゾーン

（Ｃ） 

― ― ― ―  外壁等の

面から敷地

境界線まで

の距離は

１．５メー

トル以上と

する。 

 ただし、

当該制限に

係る地区計

画の変更の

告示の日

に、建築物

が現に存在

している敷

地におい

て、同一用

途を継続し

て、建築物

を建築しよ

うとする場

合又は建築

物の大規模

の修繕若し

くは大規模

の模様替え

をしようと

する場合

は、この限

りでない。 

― 敷地内に設置

することができ

る広告物は、木

津川市屋外広告

物施行規則第７

条に定める基準

に該当し、か

つ、次の条件を

すべて満たすも

のとする。 

（１）自己の事

業に関するも

の 

（２）美観風致

を害さないも

の 

（３）１事業所

当たり３か所

以内となるこ

と。 

（４）広告塔、

立看板その他

これらに類す

るものは、道

路境界線から

３メートル以

上離し、２か

所以内となる

こと。 

（５）建築物の

壁面から突出

しないもの 

（６）建築物の

屋上又は屋

根を利用し

道路に面

する宅地部

分の垣又は

柵 の 構 造

は、次に掲

げるものと

する。 

（１）生垣

（植込み

を 含

む。） 

（２）透視

可能な柵

（道路等

公共用地

に接して

柵を設置

するとき

は、当該

柵と公共

用地との

間に生垣

を設ける

こと。） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ないもの 

(略) 
 

 

(略) 
 

 

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第５９号 木津川市研究開発地区建築条例及び木津川市地
区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正に
ついて  

担 当 課 都市計画課 都市計画係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

 京都府が定める関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関

する計画において、「住宅地ゾーン」から、主として文化学術研

究施設や研究開発型産業施設等の立地を図るゾーンとして「文化

学術研究ゾーン」に変更があった箇所について、新たに相楽リサ

ーチパーク地区計画の区域に加え、所要の改正を行うものです。 

既存の地区計画区域を文化学術研究ゾーン（Ａ）とし、新たに

旧木津学校給食センター跡地部分を文化学術研究ゾーン（Ｂ）、

関西電力株式会社及び近畿日本鉄道株式会社の敷地部分を文化

学術研究ゾーン（Ｃ）とし、それぞれ周辺環境と調和した良好な

街区の形成を図るため、建築物の壁面の位置の制限、建築物等の

形態又は意匠の制限及び垣又は柵の構造の制限について規定す

るものです。 

また、木津川市研究開発地区建築条例の対象区域が地区計画の

区域と連動した表記となっているため、今回の地区計画の変更に

併せて文言の整理を図るものです。 

提案に至るまでの経緯 

・京都府協議（都市計画課、文化学術研究都市推進課、山城南土
木事務所建築住宅課、同所企画・総務契約課及び同所施設保全
課） 

・地権者に対する意見照会 
・都市計画変更案に係る説明会、図書の縦覧 
・都市計画審議会（令和６年７月２４日）において都市計画変更
案を付議 

市 民 参 加 の 状 況 

■有  □無 

条例改正案の基となる都市計画変更案について 
・木津川市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成１９年
木津川市条例第１６７号）に基づく縦覧・意見申出 
（令和６年５月２８日から６月１８日まで） 

・都市計画法に基づく縦覧・意見申出 
 （令和６年６月２５日から７月９日まで） 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 
６ 快適で住みよい生活環境と、豊かな自然に恵ま
れたまちづくり 

政 策 分 野 １３ 都市基盤 

施 策 
① 都市環境 
Ⅰ 計画的な土地利用の推進 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 関西文化学術研究都市（京都府域）の建設に関する計画と整合
し、よりきめ細やかに土地利用等を規制・誘導することで、周辺
環境と調和した良好な街区の形成を図ることができます。 

 


